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　　茨城県要保護児童対策地域協議会

２　法第25条の２第４項に規定する要保護児童対策調整機関の名称

　　茨城県保健福祉部子ども家庭課

３　法第25条の２第１項に規定する関係機関等の名称等

法第25条の５各号に

掲げる者の別
関係機関等の名称

法第25条の５第１号

（国又は地方公共団

体の機関）

水戸地方法務局

茨城県保健福祉部福祉指導課

同　　　　　　　障害福祉課

同　　　　　　　子ども家庭課

福祉相談センター

土浦児童相談所

筑西児童相談所

精神保健福祉センター

別に指定する保健所

茨城県総務部総務課私学振興室

茨城県病院局経営管理課

茨城県教育庁義務教育課

茨城県教育庁高校教育課

茨城県警察本部少年課

別に指定する管内市町村児童福祉主管課

法第25条の５第２号

（法人）

茨城県弁護士会

社団法人茨城県医師会

社団法人茨城県歯科医師会

社団法人茨城県看護協会

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

財団法人茨城県民生委員児童委員協議会

NPO法人いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい

法第25条の５第３号

（前２号に掲げる者

以外の者）

茨城県人権擁護委員連合会の長

茨城県保育協議会の長

茨城県児童福祉施設協議会の長

茨城県里親連合会の長

茨城県学校長会の長

茨城県高等学校長協会の長

茨城県幼稚園連合会の長

茨城県私立幼稚園連合会の長

茨城県臨床心理士会の長

茨城県家庭相談員連絡協議会の長
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茨城県告示第180号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について，

同条第３項の規定に基づき次のとおり公告し，その関係書類は，本日から４月間縦覧に供する。

　なお，この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県知事に提出することができる。

　　　平成24年２月20日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　名称及び代表者氏名

　　　株式会社カワチ薬品

　　　代表取締役　河　内　伸　二

　⑵　住所

　　　栃木県小山市大字卒島1293番地

２　届出事項の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（仮称）カワチ薬品鉾田店

　　　鉾田市安房字諏訪前1647番４　外

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

氏 名 又 は 名 称 住　　　　　　　所 代表者氏名

株式会社カワチ薬品 栃木県小山市大字卒島1293番地 河　内　伸　二

　　
　⑶　大規模小売店舗の新設をする日

　　　平成24年10月10日

　⑷　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　1,550㎡

　⑸　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　ア　駐車場の収容台数　　　　　　64台

　　イ　駐輪場の収容台数　　　　　　45台

　　ウ　荷さばき施設の面積　　　　　72㎡

　　エ　廃棄物等の保管施設の容量　　９㎥

　⑹　大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　（開店時刻）　午前９時

　　　　（閉店時刻）　午後８時45分

　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　午前８時30分～午後９時

　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数

　　　　３箇所

　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　午前６時～午後９時
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３　届出年月日

　　平成24年２月９日

４　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第181号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成24年２月20日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ペルチ土浦

　　　土浦市有明町１番30号

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成24年２月２日

　　イ　変更した事項

　　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　　（変更前）

氏 名 又 は 名 称 住　　　　　　　所 代表者氏名

ジュピターコーヒー株式会社 東京都北区田端新町１－６－11 内　林　久　雄

森永牛乳配給株式会社 小美玉市西郷地838 岩　田　功　一

株式会社イタリアントマト 東京都港区赤坂９－６－24 遠　藤　勝　利

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町富士山325－19 桐　村　幸　雄

未定 未定 　未定

　
　　　　（変更後）

氏 名 又 は 名 称 住　　　　　　　所 代表者氏名

株式会社九州屋 東京都八王子市越野24－１ 羽　賀　秀　雄

株式会社サントー 千葉県柏市花野井719－44 藤　塚　哲　夫

株式会社ニュークイック 神奈川県藤沢市辻堂２－７－１　湘南パールビ
ル６階 清　水　富士雄

株式会社タジマヤ 東京都台東区根岸５－７－４ 田　島　　　力

株式会社久月総本舗 土浦市東真鍋町10－４ 横　山　和　裕

山和食品株式会社 埼玉県川口市元郷３－19－４ 馬　場　祥　宏

株式会社日本一 千葉県野田市目吹1965 染　谷　幸　雄

株式会社ジェイアイエヌ 群馬県前橋市川原町２－26－４ 田　中　　　仁

株式会社ク・ム・ス　プラニング 千葉県佐倉市石川629－９ 佐々木　纊　一
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氏 名 又 は 名 称 住　　　　　　　所 代表者氏名

株式会社クロスカンパニー 岡山県岡山市北区幸町２－８ 石　川　康　晴

株式会社パル 大阪府大阪市中央区北浜３－５－29 井　上　隆　太

株式会社ラザフォードインターナショ
ナル

東京都品川区西五反田７－22－17　TOC ビル
本館B１－117号 岩　崎　　　潤

未定 未定 　未定

　　
　⑶　届出年月日

　　　平成24年１月17日

２　市町村の意見

　　意見なし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第182号

　茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和52年茨城県告示第405号）の一部を次のように改正する。

　　　平成24年２月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

　　別表２中「1.4％」を「1.3％」に改める。

　　　付　則

１　この告示は，公布の日から施行する。

２ 　この告示により改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は，平成24年１月27日以後になされた

貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し，同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給に

ついては，なお従前の例による。

茨城県告示第183号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成24年２月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成24年２月20日

    　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　　県道　赤浜谷田部線

２　供用開始の区間   　　つくば市花島新田３番62地先から

つくば市花島新田３番50地先まで

３　供用開始の期日　　　平成24年２月21日

茨城県告示第184号

　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第66条第１項の規定による処分をしたので，同法第70条第１項の規定



6 第 2361 号　平成 24 年２月 20 日（月曜日）

により，次のとおり公告する。

　　　平成24年２月20日　

                             　　茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　処分年月日　　平成24年２月13日

２　処分の内容　　免許の取消し

３　被処分者 　

　　商号　　　　　　　　　　佐竹興産株式会社

　　主たる事務所の所在地　　茨城県つくば市上ノ室1142番地１　ＳＫビル３階

　　代表者　　　　　　　　　代表取締役　佐　川　信　隆

　　免許番号　　　　　　　　茨城県知事（３）第5624号

　　免許年月日　　　　　　　平成19年２月27日

４　処分の理由　　宅地建物取引業法第66条第１項第３号該当

公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき，特定非営利活動法人の設立の認証申

請について，次のとおり申請があったので，同条第２項の規定により公告する。

　なお，当該申請に係る同条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７号及び第８号に掲げる書類は，平成24年４月９

日まで，茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において

公衆の縦覧に供する。

　　　平成24年２月20日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成24年２月９日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　茨城健康学習塾ピンピンコロリ

３　代表者の氏名

　　忽　那　一　平

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県つくば市春日３丁目７番地27　エイブル３　408号

５　定款に記載された目的

　  　この法人は，一般市民に対して病気の予防や治療に関する正しい知識を伝えるために，気軽に健康について学べ

る場所や機会を提供したり，幼児や主婦といった健康な世代でも健康について興味を持つような教育提供したりす

ることで，県民の健康・福祉の増進に寄与することを目的とする。

◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したの
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で，同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　平成24年２月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　つくばみらい市筒戸字馬場1112番７

２　事業主の住所及び氏名

　　つくばみらい市絹の台一丁目10番地１　シャルム絹の台Ａ202

　　　前　﨑　享太郎

◉入札公告

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の６の規定に基づき，一般競争入札につ

いて次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成24年２月20日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　担当部局

　　〒310－8555

　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　茨城県総務部管財課施設管理グループ　担当　鈴木

　　電　話　029－301－2387

　　ＦＡＸ　029－301－2398

２　競争入札に付する事項

　⑴　調達する特定役務

　　ア　茨城県庁舎低層階清掃業務　一式

　　イ　茨城県庁舎高層階清掃業務　一式

　　ウ　茨城県庁舎中層階清掃業務　一式

　　エ　茨城県議会議事堂清掃業務　一式

　　オ　茨城県庁外構駐車場清掃業務　一式

　　カ　茨城県庁外構広場等清掃業務　一式

　⑵　履行期間　平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

　⑶　履行場所　茨城県水戸市笠原町978番６

３　競争入札参加資格

　⑴　政令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶ 　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項に基づく物品調達等競争入札参加資格を有すると認められた者

であって，２⑴のアからエの役務の競争に参加しようとする者にあっては，同要項第５条に規定する物品調達等

競争入札参加有資格者名簿の大分類16（建築物の管理⑴）の小分類１（建築物環境衛生維持管理）又は小分類２

（屋内清掃），オ又はカの役務の競争に参加しようとする者にあっては，大分類16の小分類１又は小分類３（屋
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外清掃）に登録があり，２⑴のアにあっては審査数値100点以上，イからエにあっては同90点以上，オ及びカに

あっては同70点以上に該当する者であること。ただし，茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく，指名

停止の措置を受けている者でないこと。

　　 　なお，新たに物品調達等競争入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入の上，

以下の場所に申請すること。申請は，随時受け付けているが，審査に相応の日数を要するため留意すること。

　　　郵便番号　310－8555

　　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県会計事務局会計管理課会計指導室　調度担当

　　　電話　029－301－4875（直通）

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

　⑸ 　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の２第１項第１号又は第８号に

掲げる事業について同項の登録をしている者であること。

　⑹ 　ビルクリーニング技能士又は建築物環境衛生管理技術者（いずれの場合も正職員）を，定期的（月１回以上）

かつ茨城県総務部管財課長の要請に合わせて随時履行場所に派遣できる体制が整っている者であること。

　⑺ 　２⑴のイ及びエの役務の競争入札に参加しようとする者にあっては，ゴンドラ安全規則第12条の規定に基づく

ゴンドラ取扱い業務特別教育修了者を擁する者であること。

　⑻　茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号又は同条第３号に規定する者でないこと。

　⑼　茨城県総務部管財課が開催する現場説明会に参加できる者であること。

　⑽　その他入札説明書に定める要件を満たす者であること。

４　資料の提出，入札及び通知等の方法

　　この調達は，資料の提出，入札及び通知等を電子調達システムにより行う対象案件である。

　　電子調達システムＵＲＬ：https://ebid2.cals-ibaraki.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp

　 　なお，電子調達システムによりがたいものは，１の担当部局の承諾を得て紙入札（紙により資料の提出及び入札

等を行うこと）を実施できる。

　　紙入札を実施したい場合は，１の担当部局に紙入札承諾願を提出し当該担当部局の承諾を得ること。

５　入札説明書の閲覧（交付）期間及び場所

　⑴　茨城県物品役務入札情報サービス上で閲覧する場合

　　ア　期間

　　　　入札公告の日から平成24年２月29日（水）まで

　　イ　ＵＲＬ

　　　　http://ppi2.cals-ibaraki.lg.jp/koukai/do/logon

　⑵　１の担当部局より入札説明書の交付を受ける場合

　　ア　期間

　　　 　入札公告の日から平成24年２月29日（水）までの午前８時30分から午後５時15分まで。ただし，茨城県の休

日を定める条例（平成元年茨城県条例第７号）に定める休日を除く。

　　イ　場所

　　　　茨城県水戸市笠原町978番６　茨城県庁総務部管財課施設管理グループ

６　現場説明会

　⑴　開催日
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　　　平成24年３月１日（木）

　⑵　集合場所

     　 茨城県水戸市笠原町978番６　茨城県庁講堂（９階）

　⑶　集合時間

　　　午後１時30分

７　入札説明書等に関する質問

　⑴ 　この入札に参加しようとする者（以下「競争入札参加者」という。）で，入札説明書や仕様書などへの質問が

ある者は，以下のとおり質問すること。

　　ア　質問受付期間

　　　 　平成24年３月２日から平成24年３月７日午後５時まで（左記日時以降に到達した質問には回答しないので注

意すること）

　　イ　質問受付先

　　　　１の担当部局

　　ウ　方法　

　　　 　質問は電子調達システムにより提出すること。ただし，１の担当部局より紙入札実施の承諾を得た者は，

ファックスにより質問できる。

　⑵　質問に対する回答日時及び方法は，次のとおりとする。

　　ア　日時

　　　　平成24年３月９日（金）

　　イ　方法

　　　 　電子調達システムの質問・回答機能により回答する。ただし，１の担当部局より紙入札実施の承諾を得た者

への回答は，ファックスで行う。

８　入札参加資格等の確認

　 　競争入札参加者は，次のとおり電子調達システムを使用して電磁的記録をファイルに記録する方法，郵便又は持

参により，一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）及び入札説明書で指定する書類を添

付して提出し，入札参加資格の確認を受けなければならない。

　⑴　提出期限 

　　　平成24年３月12日（月）午前11時まで

　　　なお，郵便又は持参の場合は，上記提出期限までに必着のこと。

　⑵　提出方法

　　 　電子調達システムにより提出する。ただし，１メガバイトを超える添付書類については郵送又は持参による提

出を認める。

　　　また，１の担当部局の承諾を受け紙入札を実施する者は，郵便又は持参により提出すること。

　　　なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じること。　

　⑶　提出先

　　　１の担当部局に同じ

　⑷　受付通知及び結果通知

　　①　電子調達システムにより資料提出する場合

　　　ア　電子調達システムにより確認申請書及び資料を受理した場合は，証明書等受付通知書を発行する。

　　　イ 　入札参加資格の合格・不合格について審査し，平成24年３月16日（金）午後５時までに，証明書等審査結
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果通知書を発行する。

　　②　紙により資料提出する場合

　　　ア　紙により確認申請書及び資料を受理した場合は，受付通知書等は発行しない。

　　　イ　確認通知書は，以下により交付する。

　　　　　なお，郵送を希望する場合には，返信用封筒（切手貼付）を添えて申請すること。

　　　　　・交付日時　 平成24年３月16日（金）及び平成24年３月19日（月）の午前９時から午後５時まで（正午か

ら午後１時までを除く。）

　　　　　・交付場所　１の担当部局に同じ

９　入札書の提出方法及び開札場所等

　　競争入札参加者は，前記７の⑵の「質問に対する回答」を確認の上，次のとおり入札書等を提出すること。

　⑴　入札書の提出方法

　　 　茨城県電子調達運用基準に基づき，電子調達システムを使用して，入札書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録を，電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行う。 

　　 　また，１の担当部局の承諾のもと紙入札を行う者は，二重封筒の表封筒に入札書及び積算内訳書在中の旨を朱

書きし，中封筒に入札件名・入札日を記載の上，入札書及び積算内訳書を封入して提出すること。

　　　なお，郵送により入札を行う場合は，簡易書留郵便とすること。

　　 　落札決定に当たっては，予定価格に105分の100を乗じて得た価格の範囲内で，最低の価格をもって申込みをし

た者を落札者とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず，見積もった契約金額の105分の100に相当する金額（整数）を記載すること。

　⑵　入札書の提出期限

　　 　電子調達システムによる提出の場合は，競争入札参加資格の結果通知を得た日から平成24年３月22日（木）午

後５時までに電子調達システムのファイルへ記録すること。

　　　なお，郵便又は持参の場合は，上記日時までに１の担当部局に必着のこと。

　（※　従来と異なり，開札当日の入札書提出は受付けないので十分注意すること。）

　⑶　開札場所及び日時

　　ア　場所

　　　　茨城県庁入札室３　

　　イ　日時

　　　　２⑴アに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前９時00分 

　　　　２⑴イに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前９時30分

　　　　２⑴ウに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前10時00分

　　　　２⑴エに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前10時30分 

　　　　２⑴オに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前11時00分 

　　　　２⑴カに掲げる業務　平成24年３月23日（金）午前11時30分

10　入札保証金及び契約保証金

　　免除

11　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は，無効とする。

　⑴　入札について談合その他不正行為があったと認められるとき

　⑵　入札参加資格がない者がした入札
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　⑶　入札書に記載すべき事項の記録がない電磁的記録又は記録した事項が明らかでない電磁的記録による入札

　⑷ 　所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

（免除された者は除く。）

　⑸　電報，電話及びファクシミリによる入札

　⑹　虚偽の確認申請書を提出した者がした入札

　⑺　電子証明書を不正に使用した入札

　⑻　指定の日時までに電子入札システムのファイルに記録されなかった入札

　⑼　紙入札において，記名押印を欠くとき

　⑽　紙入札において，誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき

　⑾　紙入札において，首標金額を訂正した入札を行ったとき

　⑿　紙入札において，同一の入札に２通以上の入札を行ったとき

　⒀ 　一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても，資格確認の日から

入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は，無効とする。

　⒁　その他この公告に示す条件に反した者がした入札

12　落札者の決定等

　⑴ 　茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15 号）第146 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし，落札となるべき価格の入札をした者が２人以

上いるときは，電子調達システムによる電子くじにより落札者を決定するものとする。

　⑵　落札者がいない場合は，再度入札を行うこととし，日程等については別に通知する。

13　入札の辞退

　 　競争入札参加者が入札を辞退する場合は，電子調達システムにより辞退処理を行うこと。

　 　ただし，紙入札により参加した者が入札を辞退する場合は，１の担当部局へ郵便又は持参により開札日時までに

到着するよう辞退届を提出するものとする。

14　再度入札等

　⑴　再度入札は，１回とする。

　⑵　初度入札に参加しない者は，再度入札に参加することができない。

　⑶ 　再度入札を行っても落札者がいないときは，その入札における最低価格を入札した者に見積書の提出を求め，

随意契約に移行する場合がある。

15　契約書作成の要否

　　要

16　詳細は入札説明書による。

17　その他

　 ・ 　この調達に係る平成24年度歳入歳出予算案が否決された場合は，この公告並びにこの公告によって生じた一切

の決定，権利及び義務は効力を失う。

　 ・ 　システム障害，天災が原因の停電等により入札・開札事務が処理できない場合は，入札・開札の延期又は紙に

よる入札書を使用して行う入札への移行の措置を講ずるものとする。

　  ・ 　なお，入札・開札の延期又は紙による入札書を使用して行う入札への移行の措置を講ずる場合は，電話，ファ

クシミリ，電子調達ホームページ等により必要な事項を連絡するものとする。

18　Summary

　⑴　Service required：
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　　Ａ．Full cleaning services  low floors area Ibaraki Prefectural Government Building

　　Ｂ．Full cleaning services   high floors area Ibaraki Prefectural Government Building

　　Ｃ．Full cleaning services  middle floors area Ibaraki Prefectural Government Building

　　Ｄ．Full cleaning services  inside area Ibaraki Prefectural Assembly Building

　　Ｅ．Full cleaning services  office grounds，parking lot area Ibaraki Prefectural Government Building　

　　Ｆ．Full cleaning services  office grounds，square area Ibaraki Prefectural Government Building　

　⑵　Tender and itemized statement submission deadlines：

　　Ａ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　Ｂ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　Ｃ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　Ｄ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　Ｅ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　Ｆ．5:00pm 22 March 2012 for delivery by hand

　　*Note that the deadline for all submissions by mail is also 5:00pm 22 March 2012.

　⑶　For further information contact：

　　　Property Management Division, Department of General Affairs

　　　Ibaraki Prefectural Government 978-6, Kasahara-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken, 310-8555

　　　Tel 029-301-2387

◉入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成24年２月20日 

茨城県鹿島下水道事務所長　　菊 　 田 　 良 　 夫

１　調達内容

　⑴　購入等件名及び数量

　　　次亜塩素酸ソーダ（12％）　1,583,000kg （予定数量）

　⑵　調達件名の特質等

　　　購入物品の性能等に関し，茨城県鹿島下水道事務所長が入札説明書で指定する性質を有すること。

　⑶　納入期間

　　　平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

　⑷　納入場所

　　　茨城県神栖市北浜９番地　　茨城県鹿島下水道事務所

　⑸　入札方法

　　ア　入札金額は１キログラム当たりの単価を記載すること。

　　　 　なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する金額を加算し

た金額をもって落札価格とするので，入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず，見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
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　　　 　また，入札書に記載された金額の100分の105に相当する金額に0.1円未満の端数があるときは，その端数金額

を切り捨てるものとし，当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって，申込みがあったものとする。

　　イ　提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。

　　ウ　入札執行回数は，２回を限度とする。

　⑹　落札者の決定方法

　　 　茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）第146条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

２　競争入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に該当していない

者であること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶ 　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく物品調達等競争入札

参加有資格者名簿の「大分類09薬品類・小分類３化学工業薬品」に登録されている者であること。ただし，茨城

県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

　　 　なお，新規に入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ，次に示す場

所に申請すること。申請は，随時受け付けているが，審査に相応の日数を要するため留意すること。

　　　茨城県会計事務局会計管理課　調度担当（行政棟６階）

　　　住　　所　〒310－8555　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　電話番号　029－301－4875（直通）

　⑷ 　本公告に示した物品調達の規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入できることを証明したものであ

ること。

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（更生計画の認可決定後又は再

生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く。）

　⑹　茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から同条第３号に規定する者でないこと。

３　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所，契約条項を示す場所，入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

　　　〒314－0101　茨城県神栖市北浜９番地

　　　茨城県鹿島下水道事務所　施設第一課　 電話　0299－96－2617

　⑵　入札説明書の交付期間

　　　入札公告の日から平成24年３月１日（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）の９時から16時まで

　⑶　一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限

　　　平成24年３月２日　16時

　⑷　入札書の受領期限

　　 　平成24年３月30日 13時30分（ただし，郵送による入札の場合は，平成24年３月29日 16時必着とし，入札書は

１回限りとする。）

　⑸ 　開札の日時及び場所

　　　平成24年３月30日　13時30分

　　　茨城県鹿島下水道事務所　会議室

４　入札参加資格等の確認
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　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金　　免除

　⑶ 　この一般競争入札に参加を希望する者は，一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）に２⑷に係る証明

書を添付して３⑴に示す場所に平成24年３月２日16時までに提出しなければならない。なお，提出した書類につ

いて茨城県鹿島下水道事務所長から説明を求められた場合は，それに応じなければならない。

　⑷　入札参加資格等の確認の結果は，一般競争入札参加資格等確認通知により回答する。

　⑸　前項により不適合の通知を受けた者は，この一般競争入札に参加できない。

　⑹　入札の無効

　　ア　次のいずれかに該当する場合の入札は，無効とする。

　　　ア　入札について談合その他不正行為があったと認められるとき

　　　イ　指定の日時までに入札書が提出されないとき

　　　ウ　記名押印を欠くとき

　　　エ　誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき

　　　オ　首標金額を訂正した入札を行ったとき

　　　カ　同一の入札に２通以上の入札を行ったとき

　　　キ　同一の入札に他の入札者の代理を兼ね，又は２人以上の代理をしたとき

　　　ク　代理人が委任状を持参しないとき

　　　ケ　前各号に定める指示した条件に違反して入札したとき

　イ 　本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札，申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並び

に本公告に示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

　ウ 　一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても，資格確認の日から

入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は無効とする。

　エ　入札時点において２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は，無効とする。

　　⑺　契約書作成の要否　　要

　　⑻ 　当該調達に係る平成24年度予算案が否決された場合若しくは執行が停止された場合は，この公告並びにこの

公告によって生じた一切の決定，権利及び義務は効力を失う。

　　⑼　その他　　詳細は入札説明書による。　

５　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:

　　　Sodium Hypochlorite　　1,583,000kg

　⑵　Time-limit for tender:

　　　Mail delivery :  4:00p.m. March 29, 2012

　　　Hand delivery :  1:30p.m. March 30, 2012

　⑶　Contact point for the notice:

　　　Administrative Section,General Affairs Division,

　　　Ibaraki Prefectural Kashima Sewerage Office,

　　　9 Kitahama Kamisu-shi Ibaraki Prefecture,314-0101 Japan.

　　　TEL 0299-96-2617
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（企　　業　　局）

◉落札者等の公示

　次のとおり落札者等について公示します。

　　　平成24年２月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県企業局鹿行水道事務所長　　会 　 沢 　 正 　 一

［掲載順序］

①落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量　②契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在

地　③落札者又は随意契約の相手方を決定した日　④落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所⑤落札金額又は随

意契約に係る契約金額　⑥契約の相手方を決定した手続　⑦一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合に

は，茨城県企業局物品等又は特定役務調達手続の特例を定める規程第２条において準用する茨城県物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める規則第４条第１項の公告又は第５条第１項の公示を行った日　⑧随意契約による場合に

は，その理由

①水道用漏水復旧金具（φ800 ～ 2100mm）15個　②茨城県企業局鹿行水道事務所　茨城県鹿嶋市宮中3761－１　③

平成23年12月27日　④冨美通信興業株式会社水戸営業所　茨城県水戸市城東３－２－２　⑤74,340,000円（消費税及

び地方消費税込み額）　⑥一般競争入札 　⑦平成23年10月27日　

（教　　育　　長）

◉入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成24年２月20日

茨城県教育委員会教育長　　小 野 寺 　 　 　 俊

１　担当部局

　　〒310－8588

　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　茨城県教育庁特別支援教育課　　担当　瀧澤

　　電　話　029－301－5272

　　ＦＡＸ　029－301－5289

２　競争入札に付する事項

　⑴　調達する特定役務の名称

　　ア　茨城県立水戸特別支援学校スクールバス（県有バス）運行業務

　　イ　茨城県立つくば特別支援学校スクールバス運行業務

　　ウ　茨城県立境特別支援学校スクールバス運行業務

　　エ　茨城県立霞ヶ浦聾学校スクールバス運行業務

　　オ　茨城県立勝田特別支援学校スクールバス運行業務

　　カ　茨城県立美浦特別支援学校スクールバス運行業務

　　キ　茨城県立結城特別支援学校スクールバス運行業務
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　⑵　調達する特定役務の仕様等

　　　入札説明書による。

　⑶　委託期間

　　　平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

　⑷　履行場所

　　ア　⑴アに掲げる業務　茨城県立水戸特別支援学校通学区域内

　　イ　⑴イに掲げる業務　茨城県立つくば特別支援学校通学区域内

　　ウ　⑴ウに掲げる業務　茨城県立境特別支援学校通学区域内

　　エ　⑴エに掲げる業務　茨城県立霞ヶ浦聾学校通学区域内

　　オ　⑴オに掲げる業務　茨城県立勝田特別支援学校通学区域内

　　カ　⑴カに掲げる業務　茨城県立美浦特別支援学校通学区域内

　　キ　⑴キに掲げる業務　茨城県立結城特別支援学校通学区域内

３　入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶ 　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく競争入札参加資格を

有する者であって，同要項第５条に規定する物品調達等競争入札参加有資格者名簿の大分類21（運送）に登録が

あること。ただし，茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

　　 　なお，新規に入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ，次に示す場

所に申請すること。申請は，随時受け付けているが，審査に相応の日数を要するため留意すること。

　　　郵便番号  310－8555

　　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県会計事務局会計管理課会計指導室　調度担当

　　　電話　029－301－4875

　⑷ 　本業務の受託に係る道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条第１項による許可を有し，７に定める一般競

争入札参加資格確認申請書の提出日現在において，大型車及び中型車の使用が可能な許可を取得済みであること。

　⑸ 　本業務の実施に必要な専任の人員及び車両の確保ができる者で，７に定める一般競争入札参加資格確認申請書

の提出日現在において，本業務の実施に必要な有資格運転者と同数以上の有資格運転者を雇用している者である

こと。ただし，車両の確保については，２⑴イからキに掲げる業務に限る。

　⑹ 　車両の確保時期については，平成24年９月１日までに行える者とする。ただし，２⑴イに揚げる業務及びウに

揚げる業務のうち岩井コースについては，平成24年４月１日から平成24年８月31日の間についても，入札説明書

に定める児童生徒が乗車できる車両を確保できる者であること。

　⑺　旅客自動車運送事業に係る営業年数が５年以上であること。

　⑻ 　本業務に使用する車両の故障その他の理由により運行に支障を来すと認められたときは，速やかに代替車両を

配車するなどの適切な措置を講じて，運行を継続することが可能であること。

　⑼ 　本業務により送迎する児童生徒に障害があることに配慮し，その特性を十分理解した上で，本業務を実施でき

る者であること。

　⑽ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
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　⑾　茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号又は同条第３号に規定する者でないこと。

４　資料の提出，入札及び通知の方法

　　この調達は，資料の提出，入札及び通知等を電子調達システムにより行う対象案件である。

　　　電子調達システム　URL：https://ebid2.cals-ibaraki.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp

　　なお，電子調達システムによりがたいものは，１の担当部局の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。

　　紙入札の承諾に関しては，１の担当部局に紙入札承諾願を提出するものとする。

５　入札説明書の交付期間及び交付場所等

　⑴　入札説明書の交付期間

　　 　平成24年２月21日（火）から平成24年３月１日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　　ただし，平成24年３月１日（木）については，午前９時から正午までとする。

　⑵　入札説明書の交付場所，契約条項を示す場所及び問い合わせ先

　　　郵便番号  310－8588

　　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県教育庁特別支援教育課　管理・免許担当

　　　電話　029－301－5272 

６　入札説明会等

　⑴　入札説明会の開催日時

　　　２⑴アからキに掲げる業務　平成24年３月１日（木）午後１時30分

　⑵　入札説明会の開催場所

　　　２⑴アからキに掲げる業務

　　　茨城県水戸市笠原町978番６　茨城県教育庁会議室（県庁舎行政棟23階）

　⑶ 　現地説明会の開催日時

　　ア　２⑴アに掲げる業務　平成24年３月５日（月）午前８時30分

　　イ　２⑴イに掲げる業務　平成24年３月７日（水）午前８時30分

　　ウ　２⑴ウに掲げる業務　平成24年３月７日（水）午後２時

　　エ　２⑴エに掲げる業務　平成24年３月２日（金）午後３時

　　オ　２⑴オに掲げる業務　平成24年３月２日（金）午前８時30分

　　カ　２⑴カに掲げる業務　平成24年３月５日（月）午後２時

　　キ　２⑴キに掲げる業務　平成24年３月７日（水）午後２時

　⑷　現地説明会の開催場所

　　ア　２⑴アに掲げる業務　茨城県水戸市吉沢町3979　茨城県立水戸養護学校

　　イ　２⑴イに掲げる業務　茨城県つくば市玉取2100　茨城県立つくば養護学校

　　ウ　２⑴ウに掲げる業務　茨城県結城市鹿窪向原1357－10　茨城県立結城養護学校

　　エ　２⑴エに掲げる業務　茨城県稲敷郡阿見町上長後山３－２　茨城県立霞ヶ浦聾学校

　　オ　２⑴オに掲げる業務　茨城県ひたちなか市高場2452　茨城県立勝田養護学校

　　カ　２⑴カに掲げる業務　茨城県稲敷郡美浦村土屋笹山3127　茨城県立美浦養護学校

　　キ　２⑴キに掲げる業務　茨城県結城市鹿窪向原1357－10　茨城県立結城養護学校

　⑸ 　本公告の競争入札に参加を希望する者は，入札説明書を持参して，必ず入札説明会及び現地説明会に出席する

こと。（代理人，使用人等も可）
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　　 　なお，２⑴ウに掲げる業務の競争入札に参加を希望する者は，２⑴キに掲げる業務の現地説明会に出席するこ

と。

７　入札参加資格等の確認

　 　競争入札参加者は，次のとおり電子調達システムを使用して電磁的記録をファイルに記録する方法，郵便又は持

参により，一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）に⑴の書類を添付して提出し，入札

参加資格の確認を受けなければならない。

　⑴　添付書類

　　　一般競争入札参加資格確認資料（様式第２号）

　　　３⑷の許可にかかる許可書等の写し

　　　３⑸にかかる有資格運転者名簿（様式第３号）及び免許証の写し

　　　３⑻に該当することを説明できる書類（様式任意）

　　　３⑼にかかる誓約書（様式第４号）

　⑵　提出期限

　　　平成24年３月９日（金）正午まで。

　　　なお，郵便又は持参の場合は，提出期限までに必着のこと。

　⑶　提出方法

　　 　電子調達システムにより提出する。ただし，１メガバイトを超える添付書類については郵送又は持参による提

出を認める。

　　　また，紙入札により参加する場合は，郵便又は持参により提出すること。

　　　なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じなければならない。

　⑷　提出先

　　　１の担当部局に同じ。

　⑸　受付通知及び結果通知

　　ア　電子調達システムにより確認申請書を受理した場合は，証明書等受付通知書を発行する。

　　イ 　入札参加資格の有無について審査し，平成24年３月12日（月）午後５時までに，証明書等審査結果通知書を

発行する。

　　　　なお，参加資格が「不合格」の場合は，その理由を付する。

８　入札書等の提出方法及び開札場所等

　　競争入札参加者は，次のとおり入札書等を提出すること。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出方法

　　 　茨城県電子調達運用基準に基づき，電子調達システムを使用して，入札書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録を，電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行う。

　　 　また，紙入札による場合は，入札書に必要事項を記入・押印のうえ封書にて，１の担当部局に提出すること。

　　 　なお，封書は封かんし，表には「入札書在中」と朱書き表記し，裏に開札日，入札に係る案件番号及び調達案

件名，入札参加者の商号又は名称を表記するものとする。

　　　郵送の場合は簡易書留郵便とすること。

　　 　落札決定に当たっては，予定価格に105分の100を乗じて得た価格の範囲内で，最低の価格をもって申込みをし

た者を落札者とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず，見積もった契約金額の105分の100に相当する金額（整数）を記載すること。

　⑵　積算内訳書の提出
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　　 　入札参加者は，入札書と併せて入札書に記載される金額に対応した積算内訳書を提出しなければならない。郵

送により入札書を提出する者は，入札書と併せて入札書に記載される金額に対応した積算内訳書を送付しなけれ

ばならない。

　⑶　入札書及び積算内訳書の提出期限

　　 　電子調達システムによる提出の場合は，競争入札参加資格の確認を得た日から平成24年３月14日（水）午後５

時までに電子調達システムのファイルへ記録すること。

　　　なお，郵便又は持参の場合は，上記日時までに１の担当部局に必着のこと。

　⑷　開札の日時

　　ア　２⑴アに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午前10時30分

　　イ　２⑴イに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午前11時

　　ウ　２⑴ウに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午前11時30分

　　エ　２⑴エに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午後１時30分

　　オ　２⑴オに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午後２時

　　カ　２⑴カに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午後２時30分

　　キ　２⑴キに掲げる業務　平成24年３月15日（木）午後３時

　⑸　開札の場所

　　　茨城県水戸市笠原町978番６　教育庁特別支援教育課内（県庁舎行政棟22階）

９　入札保証金及び契約保証金

　　免除

10　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は，無効とする。

　⑴　入札について談合その他不正行為があったと認められるとき

　⑵　入札参加資格がない者がした入札

　⑶　入札書に記載すべき事項の記録がない電磁的記録又は記録した事項が明らかでない電磁的記録による入札

　⑷　所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札　

　　　（免除された者は除く。）

　⑸　電報，電話及びファクシミリによる入札

　⑹　虚偽の確認申請書を提出した者がした入札

　⑺　電子証明書を不正に使用した入札

　⑻　指定の日時までに電子入札システムのファイルに記録されなかった入札

　⑼　紙入札において，記名押印を欠くとき

　⑽　紙入札において，誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき

　⑾　紙入札において，首標金額を訂正した入札を行ったとき

　⑿　紙入札において，同一の入札に２通以上の入札を行ったとき

　⒀ 　一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても，資格確認の日から

入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は，無効とする。

　⒁　その他この公告に示す条件に反した者がした入札

11　落札者の決定等

　⑴ 　茨城県財務規則（平成５年茨城県規則第15号）第146 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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　　 　ただし，予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者の当該入札価格によっては，その者により当

該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき，又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは，その者を落札者とせず，予定

価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち，最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

　⑵ 　落札となるべき価格の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに電子調達システムによる電子くじにより落

札者を決定するものとする。

　⑶　落札者がいない場合は，再度入札を行うこととし，日程等については別に通知する。

12　入札の辞退

　 　競争入札参加者が入札を辞退する場合は，電子調達システムにより必ず辞退処理を行うこと。

　 　ただし，紙入札により参加した者が入札を辞退する場合は，１の担当部局へ郵便又は持参により開札日時までに

到着するよう辞退届を提出するものとする。

13　再度入札等

　⑴　再度入札は，１回とする。

　⑵　初度入札に参加しない者は，再度入札に参加することができない。

　⑶ 　再度入札を行っても落札者がいないときは，その入札における最低価格を入札した者に見積書の提出を求め，

随意契約に移行する場合がある。

14　契約書作成の要否

　　要

15　その他

　⑴ 　当該調達に係る平成24年度予算案が否決された場合は，この公告によって生じた一切の決定，権利及び義務は

効力を失う。

　⑵　詳細は入札説明書による。

　⑶ 　システム障害，天災が原因の停電等により入札・開札事務が処理できない場合は，入札・開札の延期又は紙に

よる入札書を使用して行う入札への移行の措置を講ずるものとする。

　　 　なお，入札・開札の延期又は紙による入札書を使用して行う入札への移行の措置を講ずる場合は，電話，ファ

クシミリ，電子調達ホームページ等により必要な事項を連絡するものとする。

16　Summary

　⑴　Tender for services required：

　　A. Public School bus Service, Ibaraki Prefectural Mito School for Students with Special Needs

　　B. School bus Service, Ibaraki Prefectural Tsukuba School for Students with Special Needs

　　C. School bus Service, Ibaraki Prefectural Sakai School for Students with Special Needs

　　D. School bus Service, Ibaraki Prefectural Kasumigaura School for the Deaf

　　E. School bus Service, Ibaraki Prefectural Katsuta School for Students with Special Needs

　　F. School bus Service, Ibaraki Prefectural Miho School for Students with Special Needs

　　G. School bus Service, Ibaraki Prefectural Yuki School for Students with Special Needs

　⑵　Time limit for tender：

　　　By mail：5:00p.m.  14 March 2012

　　　By hand：5:00p.m.  14 March 2012

　⑶　Tender issued by：

　　　Special Support Education Division, Ibaraki Prefectural Office of Education
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　　　978-6, Kasahara-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken, 310-8588, Japan

　　　TEL 029-301-5272

（警　察　本　部）

◉落札者等の公示

　次のとおり落札者等について公示します。

　　　平成24年２月20日

茨城県警察本部長　　杵 　 淵 　 智 　 行

〔掲載順序〕

①落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量　②契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在

地　③落札者又は随意契約の相手方を決定した日　④落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所　⑤落札金額又は

随意契約に係る契約金額　⑥契約の相手方を決定した手続き　⑦一般競争入札又は指名競争入札によることとした場

合には，茨城県物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規則第４条第１項の公告又は第５条第１項の公示を

行った日　⑧随意契約による場合はその理由　⑨その他必要な事項

①運転免許証作成システム用消耗品の単価契約，予定数量：ＩＣ運転免許証用カード（優良）73箱，ＩＣ運転免許証

用カード（一般）58箱，ＩＣ運転免許証用カード（新規）８箱，インクリボン83箱，ラミネートリボン 104箱　②茨

城県警察本部警務部会計課　水戸市笠原町978番６　③平成23年12月19日　④株式会社エヌ・ティ・ティ・データ　

東京都江東区豊洲三丁目３番９号　⑤ＩＣ運転免許証用カード（優良）１箱292,800円（消費税及び地方消費税を除く。），

ＩＣ運転免許証用カード（一般）１箱292,800円（消費税及び地方消費税を除く。），ＩＣ運転免許証用カード（新規）

１箱292,800円（消費税及び地方消費税を除く。），インクリボン１箱56,000円（消費税及び地方消費税を除く。），ラミネー

トリボン１箱52,000円（消費税及び地方消費税を除く。）　⑥随意契約　⑧地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令平成７年政令第372号第10条第１項第２号に該当

（人 事 委 員 会）

◉平成24年度茨城県警察官（巡査）採用試験事務の委任

　職員の任用に関する規則（昭和41年茨城県人事委員会規則第18号）第11条の規定に基づき，平成24年度茨城県警察

官（巡査）採用試験の実施に関し，事務の一部を茨城県警察本部長に委任した。

　　　平成24年２月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県人事委員会委員長　　江 　 橋 　 湖 三 郎
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